
滋賀県医療費適正化計画の
改定について
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今後のスケジュール

※現時点の案であり、事情により変更の場合もある

時 期 医療審議会 内 容

（医療費適正化計画部会）

令和５年

８月 ○ 計画骨子

9月～10月 ○ 計画素案

1０月～11月 ○ 計画素案

12月 ○ 計画原案

令和6年

１月

2月

３月 ○ 答申



【基本理念】

滋賀県医療費適正化計画改定にかかる基本的な考え方

3

【第４期計画の方向性】

部局全体理念…誰もが自分らしく幸せを感じられる「健康しが」の実現
計画基本理念…超高齢社会の到来に対応した持続可能な医療の確保をめざして

１ 新たな目標
・複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提供
・医療資源の効果的・効率的な活用

２ 既存の目標の効率的な取り組み
・ＩＣＴを活用した取組を推進

３ 実効性向上の体制構築
・県が保険者協議会等を通じ、関係者と連携する体制を構築

【参考】第３期計画の主な目標

新たな目標 ○糖尿病の重症化予防の取組 ○後発医薬品の使用促進
○医薬品の適正使用の推進（重複投薬、多剤投与の適正化）

入院医療費 ○病床機能の分化・連携の推進の成果を踏まえて推計

上記計画に定める施策を実施した場合は、適正化の効果は概ね54億円と見込まれる。



第４期医療費適正化基本方針（令和５年７月２０日国告示）のポイント

①全体的な事項

②第４期計画における都道府県の目標
・住民の健康の保持の推進
・医療の効率的な提供の推進

③目標達成に向けて都道府県が取り組む施策
・住民の健康の保持の推進
・医療の効率的な提供の推進

④都道府県計画のその他の記載事項

⑤その他
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滋賀県医療費適正化計画 主要目標（案）

●健康の増進に関する目標

①たばこ対策
②肥満者の減少
③食事バランス
④運動習慣
⑤食事を噛んで食べる時の状態
⑥予防接種
⑦高齢者の心身機能の低下等に起因
した疾病予防・介護予防の推進

●生活習慣病の発症予防、重症化予防
に関する目標

⑧特定健康診査の実施率
⑨特定保健指導の実施率
⑩特定保健指導対象者の割合の減少率
⑪糖尿病の重症化予防の推進

（１）住民の健康の保持の推進に関する目標

①後発医薬品の使用促進

②バイオ後続品の使用促進

③医薬品の適正使用の推進

④医療資源の効果的・効率的な活用
・効果が乏しいというエビデンスがある
ことが指摘されている医療

・医療資源の投入量に地域差がある医療

⑤医療・介護の連携を通じた
効果的・効率的なｻｰﾋﾞｽ提供の推進

（２）医療の効率的な提供の推進に関する目標
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１．第３期計画から引き続き目標となる事項



（１）住民の健康の保持の推進に関する目標

①たばこ対策

女性の喫煙率が増加しており、特に妊婦の喫煙、50歳代の女性の喫煙率が高い。
職場、家庭の受動喫煙が高い。
加熱式たばこが普及している。

第４期に向けた課題

ライフコースアプローチの視点で、妊婦および妊婦の家族への喫煙対策の強化、
1本目を吸わせないための２０歳未満の防煙教育の継続。
職場、家庭における受動喫煙防止対策の普及啓発。
たばこの健康影響について、引き続き広く県民に正しい知識の普及に努める。

第４期に向けた改善点

目標：喫煙率 男性２７．２％、女性３．０％（健康いきいき21より）
平成２７年度 男性２９．１％、女性４．０％ → 令和４年度男性１９．３％、女性４．２％

現状
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②目標：肥満者の割合 男性(20～60歳代）２２．０％、女性（４０～６０歳代）１２．０％
平成２７年度：男性２５．８％、女性１５．０％
→ 令和４年度：男性２８．０％、女性１４．６％

③目標：食事バランスに気を付けている人の割合
２０歳代 男性３０．０％・女性５５．０％、４０歳代 男性４５．０％・女性７０．０％

平成２７年度
：２０歳代 男性１８．１％・女性３３．３％、４０歳代 男性２８．８％・女性６２．１％

→ 令和４年度
：２０歳代 男性６０．７％・女性６５．５％、４０歳代 男性７３．０％・女性８２．０％

④目標：１日30分以上の軽く汗のかく運動を週２回以上、１年以上実施している者の割合
（２０～６４歳） 男性２６．０％、女性２５．０％

平成２７年度：男性２０．４％、女性１８．３％
→ 令和４年度：男性２６．１％、女性２０．２％

⑤目標：「何でも噛んで食べることができる」人の割合（60歳代）８０．０％
平成２７年度：３９．２％ → 令和４年度：６６．２％

（１）住民の健康の保持の推進に関する目標

②肥満者の減少、③食事バランス、④運動習慣、⑤食事を噛んで食べる時の状態

現状
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⑥予防接種

第４期に向けた課題

目標値は、感染性を表す指標としての「基本再生産数」を使った方法で計算し、
科学的根拠に基づく値を設定する。
高齢者肺炎球菌ワクチン接種の未接種者へのアプローチを検討する。

第４期に向けた改善点

目標：高齢者の接種率目標 インフルエンザ５２．０％、高齢者肺炎球菌４４．０％
令和３年度 インフルエンザ５９．９％、高齢者肺炎球菌２２．９％

現状

インフルエンザワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンとも接種率に市町間格差がある。
高齢者肺炎球菌接種ワクチンの接種率については母数に第1回目接種を行わな
かった対象者が含まれているため、接種率が横ばいの状態が続いている。
また、令和5年度で予防接種の経過措置が終了する（新たに６５歳になる者のみに
なる）ため、その影響が懸念される。

15

（１）住民の健康の保持の推進に関する目標



⑧特定健康診査の実施率

受診率はここ数年横ばい状態が継続しており、目標値の70％と乖離している。
市町国保においては、40～50歳代の若い世代と男性の受診率向上が課題。
また、被用者保険においては、特に被扶養者の受診率向上対策の取組が必要であ
る。

第４期に向けた課題

保険者協議会において、受診勧奨の広報を行い広く被保険者への受診啓発を図る
とともに、被用者保険の被扶養者の受診率向上に向けた取組等について検討してい
く。

第４期に向けた改善点

目標：特定健診受診率 目標７０.0％以上
平成２７年度 ４９．７％ → 令和３年度 60.0％

現状

基本方針が示す７０％以上で検討。

第４期の目標
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（１）住民の健康の保持の推進に関する目標



⑨特定保健指導の実施率

実施率はコロナ禍の影響でいったん減少し徐々に戻りつつあるが、目標値の
45.0%と乖離しており、市町間格差も大きい。

第４期に向けた課題

対象者の課題に応じた効果的な保健指導が実施できるよう、データ分析に基づく
実施率向上に向けた取り組みを行うとともに、保健指導実践者を継続して育成して
いく。

第４期に向けた改善点

目標：特定保健指導の実施率 目標４５.0％以上
平成２７年度 ２０．５％ → 令和３年度 ２６.３％

現状

基本方針が示す45％以上で検討。

第４期の目標
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（１）住民の健康の保持の推進に関する目標



⑩特定保健指導対象者の割合の減少率

目標値の25.0%以上とは乖離している。県民自らが適切な生活習慣を身に着け
ることができるよう支援していく必要があり、行動変容につながる保健指導が実施
できるよう、引き続き人材育成を行う。

第４期に向けた課題

各保険者において効果的な保健指導の実施および評価ができるよう、研修会の開
催等により支援を行う。
また、保険者協議会を通じて、各保険者における加入者の健康づくりと各保健事
業の推進に向けた取り組み事例の情報共有を行うなど、加入者の健康意識の普及
啓発にも努める。

第４期に向けた改善点

目標：平成２０年度と比べた、減少率 目標２５.0％以上
平成２７年度 １１．３％ → 令和３年度９.１％

現状

基本方針が示す25％以上で検討。

第４期の目標
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（１）住民の健康の保持の推進に関する目標



⑪糖尿病の重症化予防の推進

第４期に向けた課題

保健指導や療養指導等が実施できるよう専門職の質の向上を図り、かかりつけ
医と専門医、他科連携、多職種連携による重症化予防対策に取り組む。

第４期に向けた改善点

目標：糖尿病性腎症による新規透析導入者数 各年度１８１人以下
Ｈ３０：１６８人、Ｒ１：１３４人、Ｒ２：１４５人、Ｒ３：１６５人

現状

課題および改善点を踏まえて検討。

目標達成している。引き続き、プログラムに基づいた効果的な医療機関と連携した
保健指導や、かかりつけ医と専門医との病診連携、合併症の精査や早期発見のため
歯科など他科との連携体制等の構築を推進する。

第４期の目標
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（１）住民の健康の保持の推進に関する目標



（２）医療の効率的な提供の推進に関する目標

①後発医薬品の使用促進

第４期に向けた課題

後発医薬品を安心して使用できる環境づくりとして、過剰な発注を抑制すべく業
界の後発医薬品の供給状況の公表に関する取組を紹介するなど、後発医薬品の供
給不足の解消に向けた啓発を行う。

第４期に向けた改善点

目標：後発医薬品の使用割合８０．０％
平成２８年度：６７．０％ → 令和３年度８２．２％

現状

国が今年度中に目標を見直すため、その目標を踏まえ、検討。

厚生労働省が定めている後発医薬品の使用割合の目標について、本県は目標の
80%以上を達成しているため、維持する。市町で見ると80%に満たない市町もあ
るため、底上げを図る。
また、一部の後発医薬品の供給不足により、他剤への変更を余儀なくされるなど、
後発医薬品の安定供給に対する不安が広がっている。

第４期の目標

20



21

（２）医療の効率的な提供の推進に関する目標

③医薬品の適正使用の推進（重複投薬・多剤投与の対象者への指導）

目標：３医療機関以上から同一成分を持つ薬剤投与を受けている重複服薬者や
15種類以上の薬剤投与を受けている多剤投与対象者に指導実施

平成30年度以降、重複頻回受診者等訪問指導事業を県内全市町で実施。

現状

引き続き、国民健康保険等において、重複・頻回受診者に対する指導を行うと
ともに、重複服薬者・多剤投与者に対する訪問等による指導も実施していく。
また、多剤投与者の薬剤数量（現在15種類以上）について検討。

第４期目標

第４期に向けた課題

第４期に向けた改善点

国民健康保険において、全市町で取組が実施できているが、対象者の抽出基準
や指導方法について検討していく必要がある。

国民健康保険において、対象者の抽出基準や指導方法について検討。
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２．第４期計画において新たに目標となる事項



（１）住民の健康の保持の推進に関する目標

⑦ 高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防の推進

課題

高齢者の保健事業と介護予防の（後期高齢者医療広域連合と市町村による）一体的
実施の推進

第４期の目標

体重や筋肉量の減少を主因とした低栄養や、口腔機能、運動機能、認知機能の
低下等のフレイルなどに着目して高齢者の保健事業と介護予防を実施することや、
高齢者に係る疾病の重症化予防と生活機能維持の両面にわたる課題に一体的に対
応することが重要である。

【新】

第４期の施策

こうした取組を支援するため、専門的見地等からの支援、好事例の横展開、後
期高齢者医療広域連合や国民健康保険団体連合会と連携した事業の取組結果に対
する評価・分析、都道府県単位の医療関係団体等に対する広域連合と市町村への
技術的な援助の要請等に取り組む。
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国基本方針より抜粋



（２）医療の効率的な提供の推進に関する目標

② バイオ後続品の使用促進

基本方針が示す数量ベースで８０％以上置き換わった成分数が全体の６０％以
上で検討。

第４期の目標

普及啓発等に関する施策について、医療関係者と相談・協議しながら、慎重にすす
め、検討していく。

第４期の施策

国において、令和11年度末までにバイオ後続品に80％以上置き換わった成分数
が全体の成分数の60％以上にするという目標が設定された。

【新】
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国基本方針より抜粋



（２）医療の効率的な提供の推進に関する目標

④ 医療資源の効果的・効率的な活用

課題

１ 効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療
（例）急性気道感染症および急性下痢症の患者に対する抗菌薬の処方

２ 医療資源の投入量に地域差がある医療
（例）白内障手術および化学療法

３ リフィル処方箋

外来での実施状況などについては、個別の診療行為としては医師の判断に基づき
必要な場合があることに留意しつつ、地域ごとに関係者が地域の実情を把握すると
ともに、医療資源の効果的かつ効率的な活用に向けて必要な取組について検討し、
実施していくことが重要である。
地域の医療提供体制の現状を踏まえると診療行為を行うことが困難であること等
の事情が考えられるため、医療関係者と連携して取り組むことが重要である。

【新】

まずは地域の実情や実態を把握する。その後、関係者と協議し、検討していく。

第４期の目標
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国基本方針より抜粋



（２）医療の効率的な提供の推進に関する目標

⑤ 医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なｻｰﾋﾞｽ提供の推進

課題

市町村の在宅医療・介護連携推進事業への後方支援、広域調整等の支援等
大腿骨骨折等の予防

第４期の目標

高齢期の疾病は、疾病の治療等の医療ニーズだけでなく、疾病と関連する生活機
能の低下等による介護ニーズの増加にもつながりやすい。
このため、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機
関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要である。

【新】

第４期の施策

市町が実施する「在宅医療・介護連携推進事業」の支援、骨折対策
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国基本方針より抜粋



第１章 医療費適正化に関する基本方針

１ 計画策定の趣旨
２ 医療費適正化計画の基本理念

３ 他の計画等との関係

第４期 滋賀県医療費適正化計画 構成（案）

◇◇◇ 計画の構成 ◇◇◇

第２章 医療費を取り巻く現状と課題

１ 医療費の動向
２ 病床数
３ 医療機能の現状
４ 在宅医療

５ 生活習慣病に分類される疾患の状況
６ 特定健康診査およびﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの状況
７ たばこ
８ 後発医薬品
９ 人口推移等
10 医療費の今後の見通し

[計画期間] 令和６年度～令和11年度（６年間）

１ 目標
（１）住民の健康の保持の推進に関する目標
●健康の増進に関する目標
①たばこ対策
②肥満者の減少
③バランスのとれた食事
④運動習慣
⑤食事を噛んで食べる時の状態
⑥予防接種
⑦高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防の推進
○広域連合と市町による一体的実施の推進

●生活習慣病の発症予防、重症化予防の推進
⑧特定検診等の実施率 （70％以上）
⑨特定保健指導の実施率 （45％以上）
⑩ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの該当者および予備軍の減少率

（平成20年度と比べて令和11年度時点で減少率が25％以上）
⑪糖尿病の重症化予防の推進

（２）医療の効率的な提供の推進に関する目標
①後発医薬品の使用促進
②バイオ後続品の使用促進
（数量ベースで80％以上置き換わった成分数が
全体の成分数の60％以上）

③医薬品の適正使用の推進
④医療資源の効果的・効率的な活用
⑤医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なｻｰﾋﾞｽ提供の推進
○在宅医療・介護連携推進事業への後方支援

※（ ）内は数値目標

２ 取り組むべき施策
（１）住民の健康の保持の推進
●健康の保持の推進
①健康なひとづくり
②健康なまちづくり

●生活習慣病の発症予防、重症化予防
①特定健康診査および特定保健指導等の推進
②糖尿病の重症化予防

（２）医療の効率的な提供の推進
①電子処方箋の普及促進、ｵﾝﾗｲﾝ資格確認ｼｽﾃﾑの活用
②病床の機能の分化および連携の推進に関する事項
③高齢者の骨折対策、
在宅医療・介護連携推進事業への後方支援

３ 保険者、医療機関その他の関係者の連携および協力
保険者協議会との連携強化

４ 医療に要する費用の見通し
国保・後期高齢・被用者保険のそれぞれの医療費見込み
１人当たりの保険料（被用者保険を除く）が試算される

新たな目標・
施策等の追加

第４章 計画作成のための体制の整備および達成状況の評価

１ 計画作成のための体制の整備
２ 達成状況の評価

既存の目標に係る効果的な取り組み

第３章 目標と取り組むべき施策

実効性向上のための
体制構築

誰もが自分らしく幸せを感じられる「健康しが」の実現
～超高齢社会の到来に対応した持続可能な医療の確保をめざして～

令和11年度における
計画を実行しない場合の県民医療費の推計と
計画を実行した場合の県民医療費の推計との差額

適正化の効果
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